
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
等
の
事
前
決
定
に
つ
い
て
漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号

）
第
百
三
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
同
法
第
十
一
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公
聴

会
を
開
催
す
る
。

な
お
、
漁
業
権
の
免
許
の
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
奈
良
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
（
県
庁
内
）
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
一
年
四
月
二
十
四
日

奈
良
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

名

越

誠

一

開
催
日
時

平
成
二
十
一
年
五
月
十
二
日

午
後
一
時
三
十
分
か
ら
二
時
ま
で

二

開
催
場
所

奈
良
市
登
大
路
町

奈
良
県
文
化
会
館

第
二
会
議
室

三

公
述
に
対
す
る
書
類
の
提
出

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
よ
う
と
す
る
者
は
、
発
言
内
容
の
要
旨
を
文
書
で
平
成
二
十
一

年
五
月
七
日
ま
で
に
奈
良
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
に
必
着
す
る
よ
う
提
出
す
る
こ
と
。
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